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第６節 避難受入れ体制の整備 

関係機関 

公民協働推進室、税務室、滞納債権整理回収課、産業振興室、福祉総務課、高齢介護室、 

障がい福祉課、生活福祉課、健康づくり推進室、都市政策室、建築・開発指導室、建築住宅室、 

都市整備室、土木維持管理室、学校園管理室 

 市は、災害から住民を安全に避難させるため、避難場所、避難路、避難所を選定し、住民に周知するとと

もに、総合的、計画的な避難対策を推進し、住民の安全を確保する。 

なお、指定緊急避難場所については、災害種別に応じて被災が想定されない安全区域内に立地する施設等

又は安全区域外に立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水位以上の高さに避難者

の受入れ部分及び当該部分への避難経路を有する施設であって、災害発生時に迅速に避難場所の開放を行う

ことが可能な管理体制等を有するものを指定する。また、指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなさ

れていること及び避難の際には発生するおそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択す

べきであることについて、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。特に、指定緊急避難場所と指

定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に避難することが不適当である場

合があることを日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。また、指定緊急避難場所や避難所に避難

した避難者について、住民票の有無等に関わらず適切に受入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情

等について勘案しながら、あらかじめ受入れる方策について定めるよう努めるものとする。 

 

第１ 避難場所、避難路の指定及び周知 

１ 火災時の避難場所及び避難路の指定 

(１) 一時避難場所 

 火災発生時に住民が一時的に避難できる場所とし、小学校のグラウンド及び都市公園（原則とし

て概ね1ha以上）を一時避難場所として選定する。 

(２) 広域避難場所 

 火災の延焼拡大によって生じる輻射熱、熱気流から住民の安全を確保できる次の場所を広域避難

場所とし、当面は、中学校のグラウンドを広域避難場所として指定する。 

ア 想定される避難者1人あたりおおむね1㎡以上の避難有効面積を確保できること（「防災公園計

画・設計ガイドライン」に基づいて整備される防災公園については、想定される避難者1人あたり

おおむね2㎡以上の避難有効面積を確保できること） 

イ 延焼火災に対し有効な遮断ができるおおむね10ha以上の空地（ただし、10ha未満の空地であって

も、周辺地域に耐火建築物等が存在し、火災に対して有効な遮断が可能な場合は広域避難場所とし

て選定できる） 

ウ 土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有すると認め

られるもの（ア又はイに該当するものを除く。） 

(３) 避難路 

 落下物、倒壊物による危険など避難の障害のおそれが少なく、水利の確保が比較的容易な広域避

難場所に通じる避難路を指定する。 

なお、当面は第2編第1章第5節「緊急輸送体制の整備」で選定した「緊急交通路」を避難路と

し、緊急輸送活動や避難誘導の運用に配慮する。 

ア 原則として幅員が16ｍ以上の道路（ただし、沿道に耐火建築物が多く存在し、避難者の安全が確

保できると認められる場合には、幅員10ｍ以上の道路） 
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イ 沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な

機能を有すると認められる道路又は緑道（アに該当するものを除く。） 

２ 火災時以外の避難場所及び避難路の指定 

 津波、浸水、土石流、地すべり及びがけ崩れに備え、それぞれの地域の実情及び災害特性に応じ、農

地を活用するなど安全な避難場所、避難路を指定する。 

(１) 避難場所 

 避難者1人あたりおおむね1㎡以上を確保できる安全な空地 

(２) 避難路 

 避難場所又はこれに準ずる安全な場所に通じる幅員3ｍ以上の安全な道路及び緑道 

第２ 避難場所、避難路の安全性の向上 

 市は、関係機関と協力し、一時避難場所、広域避難場所及び避難路を、避難行動要支援者にも配慮して

整備するとともに、消防水利の確保など総合的に安全性の向上を図る。 

１ 一時避難場所 

(１) 避難場所標識等による住民への周知 

(２) 周辺の緑化の促進 

(３) 複数の進入口の整備 

２ 広域避難場所 

(１) 避難場所標識の設置 

(２) 非常電源付きの照明設備・放送施設の整備 

(３) 周辺における耐震・耐火建築物の整備促進及び緑化の促進 

(４) 複数の進入口の整備 

３ 避難路 

(１) 沿道における耐震・耐火建築物の整備促進及び緑化の促進 

(２) 落下・倒壊物対策の推進 

(３) 誘導標識、誘導灯の設置 

(４) 段差解消、誘導ブロックの設置 

第３ 指定避難所等の指定、整備 

 市は、施設管理者と協力し、家屋の損壊、滅失、浸水、流失等により避難を必要とする住民を臨時に受

入れることのできる避難所を指定、整備する。また、避難者等の発生規模と避難所や応急住宅等による受

入れ人数等について、あらかじめ評価するとともに、それらが不足した場合、府と連携し、公的施設や民

間施設の避難所としての利用拡大、応急住宅としての空き家・空き室の活用、自宅での生活が可能な者に

対する在宅避難への誘導等を行い、受入れの確保を図る。 

１ 指定避難所の指定 

 指定避難所は、非構造部材も含めた耐震化・不燃化の促進、非常用電源の確保等、避難の実施に必要

な設備・機器の整備に努める。具体的には次のとおりとする。 

(１) 学校等の公共的施設等を対象に、できるだけ津波による浸水の危険性の低い場所に、地域的な特

性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、その管理者の同意を得た上で、被災者が避難生活を

送るための指定避難所をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図る。 
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(２) 指定避難所については、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災

者等を受入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であって、想定される災害による影響が

比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定する。なお、主として

要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための

措置が講じられ、相談等の支援を受けることができる体制が整備されているもの等を指定する。な

お、指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うことについて、日頃から住民等への周知徹底に努

めるものとする。 

(３) 学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮する。また、

指定避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上、指定避難所となる施設の利用方法

等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。 

(４) 指定避難所の施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、換気、照明等の

設備の整備に努める。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が

発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合

には、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努めるものとする。さらに、被災者による災

害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図るとともに、通信設備の整備等を進め、

必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努めるものとする。 

２ 要配慮者に配慮した施設整備等 

市は、要配慮者が利用しやすいよう、避難所に指定された施設のバリアフリー化に努めるなど、次の

基準により施設の福祉的整備を図る。また、要配慮者を保護するために、二次的避難所として福祉避難

所の指定を進める。また、福祉関係者等の協力も得ながら、避難所における介護や医療的ケアなどの支

援活動を充実させるため、府と連携し必要な人員の確保に努める。 

(１) 多人数の避難に供する施設の管理者は、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（バリアフリー法）、大阪府福祉のまちづくり条例等に基づいた整備・改善に努める。 

(２) 多人数の避難に供する施設の管理者は、その施設内に福祉仕様のトイレを設置するよう努める。 

(３) 施設管理者の協力を得て、避難所生活において支障なく移動できるルート（仮設スロープの準備

等）を確保するなど、避難生活（水・食料・物資の受け取り、仮設トイレの使用等）に支障のない

よう配慮する。 

(４) 施設管理者の協力を得て、府とともに、日常生活用具等、備品の整備に努める。 

３ 避難所の管理運営体制の整備 

 市は、府が示した「避難所運営マニュアル作成指針」及び内閣府が示した「男女共同参画の視点から

の防災・復興ガイドライン」を踏まえて、以下の点に留意して、避難所運営マニュアルを作成する。 

また、併せて、管理運営体制を整備するとともに、住民等に対し、あらかじめ、避難所の運営管理の

ために必要な知識等の普及に努める。 

(１) 避難所の良好な生活環境を確保するための運営基準やその取組み方法を明確にする。 

(２) 要配慮者に対する必要な支援を明確にする。 

(３) 市職員以外の者でも避難所を立ち上げることができるようわかりやすい内容とする。 

第４ 避難所、避難場所及び避難路の周知 

   避難所や避難場所・避難路の指定にあたり、市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する

場合は、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所で

あるかを明示するよう努める。あわせて、市は、災害種別一般図記号を使った避難場所標識等の見方に
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関する周知に努める。 

   また、避難場所標識等については、案内図記号（ＪＩＳ Ｚ8210）の「災害種別一般図記号」及び図

記号を使った表示方法に係る「災害種別避難誘導標識システム（ＪＩＳ Ｚ9098）」を用いる。 

   なお、指定した避難所や避難場所、避難路については、洪水、土砂災害、津波ハザードマップ等によ

り日頃から周知に努める。 

さらに、避難場所のうち、臨時へリポートに指定されているところにあっては、上空から施設を確認

できるよう、施設名の対空表示に努める。 

また、近畿地方測量部は、発災時の避難誘導や応急活動を支援するため、避難路、緊急輸送道路など

防災上重要な経路を構成する道路や災害時の拠点となる公共施設、指定緊急避難場所等を反映した地理

空間情報の整備、公開に努めるものとする。 

第５ 避難誘導体制の整備 

   被災者を安全な場所に迅速適切に避難させるため、平素から特に次のような点に留意して、避難誘導

 体制の確立を図る。 

１ 市 

発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成する。 

なお、防災訓練の実施や避難誘導については、防災マップの作成・配布等により、災害の概要その他

避難に資する情報の提供に努めるものとする。 

また、地域特性を考慮した避難誘導体制の整備に努めるとともに、避難行動要支援者の誘導に配慮

し、集団避難が行えるよう町会・自治会などの地域住民組織や自主防災組織、民生委員・児童委員、福

祉サービス事業者、ボランティア等と連携した体制づくりを図る。その際，水害と土砂災害，複数河川

の氾濫，台風等による高潮と河川洪水との同時発生等，複合的な災害が発生することを考慮するよう努

める。 

さらに、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保といった避難情報について、河川管理者、水防管理

者、気象庁等の協力を得つつ、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難す

べき区域や判断基準、伝達方法、警戒レベルに対応した避難行動や避難の際の留意点等を明確にしたマ

ニュアルを作成し、住民への周知に努める。特に、土砂災害については，危険な急傾斜地から離れる方

向に速やかに避難する訓練を行うなど、実践的な避難訓練の実施等による住民の意識啓発に努める。 

なお、このマニュアルの作成に関しては、「大阪府版避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイド

ライン」（平成19年11月）を参考にするとともに、近年の都市型豪雨や大型台風等に対応するため、タ

イムライン等の最新の知見を参考にするなど、適宜、改訂する。 

２ 学校、病院等の施設管理者 

学校、病院、社会福祉施設等、多数の者が利用する施設の管理者は、災害時に施設内の利用者等を安

全に避難させるため、体制を整備する。 

学校は、保護者との間で、災害発生時における児童生徒等の保護者への引渡しに関するルールをあら

かじめ定める。また、市は、小学校就学前の子どもの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼

稚園・保育所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制の構築を行う。 

３ 不特定多数の者が利用する施設の管理者 

駅、その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、突発性の災害の発生に備え、避難誘導に係

る計画の作成及び訓練の実施に努める。なお、この際、必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱にも配

慮した計画、訓練とするよう努める。また、市は、施設の管理者等に対して、計画作成を働きかけてい
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く。 

第６ 広域避難体制の整備 

 市は、円滑な広域避難が可能となるよう、他の自治体との広域一時滞在に係る応援協定締結や被災者の

搬送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定締結、発災時の具体的な避難・受入れ方法を含めた手

順等をあらかじめ定めるよう努める。 

第７ 住民による事前確認事項 

 地震による災害の態様は同一ではなく、地域によって、また地震の規模によっても様々である。した

がって、住民は地震発生に備え、あらかじめ次の事項を心掛ける。 

１ 避難路、避難場所、避難所を確認しておく。 

２ 避難路上の危険物（ブロック塀等）を把握しておく。 

３ 非常持出品を準備しておく。 

４ 避難行動要支援者の避難を地域住民の協力で行えるよう、避難の際の協力者を決めておく。 

５ 家族で地震発生時の役割分担、避難や連絡方法など行動予定を話し合っておく。 

６ 家具の固定や耐震補強を行っておく。 

７ 近所や地域との交流を深めておく。 

８ 防災訓練等に積極的に参加する。 

第８ 応急危険度判定体制の整備 

 市は、住民の安全確保を図るため、府及び建築関係団体と協力し、地震により被災した建築物及び宅地

の二次災害を防止するための危険度判定体制を整備する。 

１ 被災建築物応急危険度判定制度の整備 

(１) 被災建築物応急危険度判定士の養成、登録 

 市は、府及び建築関係団体と連携協力し、応急危険度判定士の養成、登録を行う。 

(２) 実施体制の整備 

 市は、判定主体として、資機材の整備、被災建築物応急危険度判定士受入れ体制の整備など実施

体制の整備を図る。 

(３) 被災建築物応急危険度判定制度の普及啓発 

 市は、建築関係団体と協力し、住民に対して、制度の趣旨について理解が得られるよう普及啓発

に努める。 

２ 被災宅地危険度判定制度の整備 

(１) 被災宅地危険度判定士の養成、登録 

 市は、府と連携協力し、危険度判定講習会を開催し、被災宅地危険度判定士の養成、登録を行

う。 

(２) 実施主体の整備 

 市は、判定主体として、資器材の整備、被災宅地危険度判定士受入れ体制の整備など、実施体制

の整備を図る。 
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第９ 応急仮設住宅等の事前準備 

 府の被害想定調査結果に基づく応急仮設住宅の建設用地確保のため、市は、あらかじめ都市公園、公共

空地等の中から、建設候補地の選定に努める。なお当面は下表のとおりとする。 

また、災害時には関係団体と連携し迅速に斡旋できる体制の整備に努める。 

 

施     設     名 所   在   地 面   積 

和泉市総合スポーツセンター  下宮町160番地  9,946ｍ2 

和泉市立光明池緑地運動場  光明台三丁目36番1号 15,680ｍ2 

和泉市立光明池球技場 室堂町1066番地 12,600ｍ2 

第10 斜面判定制度の普及啓発  

 市は、府及びＮＰＯ法人大阪府砂防ボランティア協会と協力し、斜面判定制度の整備を図るとともに、

住民に対して斜面判定制度の趣旨について理解が得られるよう普及啓発に努める。 

第11 罹災証明書の発行体制の整備 

 市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当

部局を定め、家屋被害認定調査員の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、住家被害認

定調査及び罹災証明書発行業務の要員名簿の作成等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業

務の実施体制の整備に努める。また、住家被害の調査や、罹災証明書の交付の担当部局と応急危険度判定

担当部局とが非常時の情報共有体制についてあらかじめ検討し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定

の判定実施計画や判定結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努めるものとすると

ともに、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、住宅に関

する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時期の違い、民間

の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明するものとする。 

 市は、罹災証明書の交付が遅滞なく行えるよう、家屋被害認定調査員のための研修等により、災害時の

家屋被害認定の迅速化を図るとともに育成した調査の担当者の名簿への登録、他の市町村や民間団体との

応援協定の締結等により、応援体制の強化を図る。 

 

資料編  ○ ２－１５ 避難場所一覧 

     ○ ２－１６ 福祉避難所一覧 

  


